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□建替え決議までの合意形成の基本プロセス

ステンプⅢ 言十画段階ステップ Ⅱ:検討段階
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建替え計画
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建替え構想の策定と

建替えか修繕・改修かの検討

①老朽度判定、不満や改善ニーズ

に基づく要求改善水準の設定

②修繕・改修の改善効果の把握と

費用算定

③建替えの改善効果の把握と費用

算定

④建替えか修繕・改修かの判断
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建替え決議

(建替え計画を前提と
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ステップ‖ 検討段階 :建替え構想と建替えの必要性の検討

[6]  専門家の選定 【手順 B】

検討段階においては、建替え等による改善の必要性、建替え

の構想や修繕・改修との比較等の検討を行います。

こうした活動をイううためには、専門的な情報や検討が必要と

なりますが、区分所有者力商虫自に専門的な情報を入手し検討を

行うことには限界力潟ります。そこで、外部(または区分所有者

内部)の専門家の協力を得ながら検討を行います。

専門家の選定にあたって、まずは候補者選びを行います。依

頼する業務内容や募集条件などを定めた上で、候補者を抽出

します。その中から、最も相応しいと考える専門家を選びます。

専門家の選定条件を事前に決めておき、公開性口透明性のある

手続きで選定することが重要になります。専門家を選定し終え

ると、契約書を書面で交わすことが大切です。

二1分

●専門家への依頼内容の明確化と依頼方式の設定

「建      
・ 専門家を選定するにあたっては、はじめに委託する業務内容を明確にするZ、要があります。

ム  ́     ・ 検討段階において、検討組織(区分所有者)が専門家に求める役割としては、大きくは次の4点が挙げら

れます。

①区分所有者の現マンションに対する不満や改善ニーズ等の意向把握を的確に行うための専門的支援

を行うこと

②建物診断を行い、修繕。改修による改善可育旨性についての検討を行うこと

③建替えの事業性、区分所有者の意向等を考慮しながら、建替えの構想を検討すること

④建替えと修繕。改修との比較検討に対する専門的支援を行うこと

専門家に委託する業務が明確になつた時点で、依頼方式を設定します。

依頼方式としては、上記業務の①～④を総合して一括依頼する方式 (総合一括依頼方式)、 ①～④の

業務を分割して依頼する方式(分割依頼方式)と、コtら を併用して、専PttP■の高い②あるいは③の業務

についてのみより専門的能力を有する者に分割して依頼するとともに、②あるいは③の周辺業務を含む

業務全般にわたつて総合的に依頼する方式 (併用方式)と力考えられますЪなお、総合一括依頼方式を

とった上で、当該依頼専門家から②あるいは③の専門性の高い業務をより専門的能力を有する者に再

依頼させるという応用方法も考えられます。

総合一括方式やこれに準ずる方式の場合は、1者が (提携会社の協力を得る場合も想定さねめ )企業務

を担当するため、選定作業が容易である反面、建替えか修繕。改修かの判的iを どちらかに誘導されるな

ど判断を適切に行う上での問題が懸念さオしる場合もありますЭ一方、分害1依頼方式の場合は、複数者を

選定する煩雑さはありますが、修繕。改修による改善可育旨性の検討と建替えによる改善可能性の検討を

異なる専門家が行うこと|_~■ り、半ψを中」 いて症切|ゴつ ことができるとしうメリットカ渡膠てきま丸

候補者

リスト

検討組織

管理組合集会で決定

業務委託契約

-14-


